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ヘゲモニー争いが激化する世界
流広志

東京オリンピックを目前に控える中、新型コロナウイ

ルス感染症は収まらず、緊急事態宣言も2度延長され

た。さすがに、人々の多くは、このままではオリンピッ

クどころではないと中止や延期が圧倒的多数を占めるよ

うになった。しかし、菅政権は、オリンピック開催の方

針を変えていない。読売新聞の世論調査では、内閣支持

率は前回より6ポイント

'サ

成の37パーセントで、不支持

が 50パーセントに達している。なお、読売はその前に

オリンピック開催か中止かを問う世論調査をやって、開

催 50パーセント、中止 48パーセントで描抗している

と書いているが、これはそもそも延期という選択肢を入

れず、その代わりに、条件付き開催方式を 2種類選択

肢に入れて間うた結果で、開催の方への世論誘導の意図

が露骨なものだった。

新型コロナウイルス感染の方は、フアイザー製のワク

チン接種が始まった。しかし、長く感染を抑え込んでき

た台湾で感染爆発が起こり始めたり、ワクチン接種が進

んだイギリスで変異型ウイルスが感染拡大したリワク

チン確保の見通しがつかない貧しい国々が多く取り残

されているなど世界的なパンデミックの収束の見通し

はたっていない。6月 8日 時点の世界の感染者は約 1億

734万人、死者は約 373万人である。日本の感染者は

7621401人、死者は 13,574人である (wikl)。 次々と

変異株が生まれて入れ替わつている。日本政府はワクチ

ン頼みで漫然と対策を怠り、被害を拡大させてきた。菅

政権は、感染対策に対する不満が主な理由となって支持

率を下げている。

安倍の後継者となった菅政権は次々と悪法を数を頼み

に成立させている。まず、安倍政権が積み残しにした改

憲手続きのための「国民投票法」を改悪をした。また、

難民申請中の難民を強制退去させる入管法改定を目論ん

だが、これは移住連をはじめとする反対の声に押されて

成立を断念した。そして、沖縄の反基地闘争潰しなどを

狙った「重要土地等調査規制法案」を衆議院で可決し、

参議院で可決・成立させようとしている。

菅政権は、安倍政権から引き続いて、台湾海峡防衛の

日米の連携を強め、南西諸島への陸上自衛隊の配備を進

め、また基地機能強化となる辺野古新基地建設を強行し

続けている。米軍基地はもちろん自衛隊のミサイル部隊

や基地、弾薬庫などは有事の際の攻撃目標となる可能性

が高い上に、すでに米軍基地を集中させて負担を重く追

わせているのに加えて、先の戦争時と同様に沖縄を本土

の捨て石として犠牲を集中的に負わせることになる。日

米安保のくびきがある限りはこうした情況から抜け出さ

せない。南西諸島へのミサイル部隊の配置や基地建設も

辺野古新基地建設も許してはならない。ヤマトのプロレ

タリアートは沖縄の自己決定権を支持し、日米安保に反

対していかねばならない。

菅政権は、民主党のバイデン大統領が誕生するや否や

真っ先に首脳会談を申し入れ、 4月 17日 の首脳共同声

明で台湾を明記したことを成果として誇った。こうして

米帝が中国の海洋進出を「列島第一線」と呼ばれる日本

列島から台湾→ズンダ列島のライン内に封じ込めるとい

う古い地政学的発想の安保構想に深く関わり、前面に立

たされる道を選んだのである。

そもそも南シナ海の岩礁や砂州は日本が南方進出した

際に領有したところで、サンフランシスコ条約を締結し

た時に中華民国へ返還されたことになっていた。それを

ベトナムなどが実効支配して切り取ろうとしてきたもの

で中国は最後に参入してきたのである。しかし、国際海

洋法条約に基づく審判でこの海域には「島」は存在しな

いとして「岩礁」扱いとなることが決まった。これでど

の国も200カイリの排他的経済水域を設定するこがで

きなくなった (詳 しくは矢吹晋さんの著作を参照)。

中国の習近平政権は、「一帯一路」構想をぶち上げ、「陸

のシルクロー ド」「海のシルクロード」を作ろうとして

きた。それで、南沙諸島への人工「島」建設など海洋ヘ

の進出が目立ってきたが、その安全を確保する必要が強

まってきたのである。中国の戦闘艦船は今やアメリカの



それを上回り、世界最大の海軍力を持つに至った。矢吹

晋さんによると、中国は「第一列島線」から「第二列島線」

(伊豆・小笠原諸島からグアム 0サイパンを含むマリア

ナ諸島群などを結ぶ線)に進出することを目標としてい

るという。それを阻止して「第一列島線」の内側に押し

とどめようというのが米軍の防衛戦略であり、そのため

に、中国の艦船が太平洋に出る出口となる南西諸島と台

湾との間の海峡を両岸から挟み撃ちしようというのであ

る。その一端を担おうというのが南西諸島への自衛隊の

ミサイル部隊の配置である。そして今、基地への脅威を

取り除くことを狙った「重要土地等調査既成法案」が国

会上程され、そこで、基地周辺 1キロ以内の土地取引の

調査・規制などを可能にするなど反対派を潰そうと狙っ

ているのである。

他方、米帝バイデン政権が「人権」を国益追及の外交

の道具に使って世界覇権争いに乗り出していることは明

白だが、「中華民族の偉大な復興」を掲げる中国の習近

平政権が他民族に抑圧的な態度を取る可能性は否定でき

ない。 lヽ ランプ前大統領の「アメリカ第一主義」と共

通するナショナリズムを称揚している表現に見えるから

だ。香港で「民主化」運動を」:ド圧し、「香港国家安全維

持法」で、特に独立派をターゲットにした弾圧強化を図っ

た理由として当局は「香港の中国化」を挙げている。中

共政権が、アヘン戦争以降の「排満興漢」などの漢民族

中心の反帝民族解放の流れ (孫文主義を含む)を汲んで

いることはあるにしても、国内少数民族との同権と平等

をも同時に目標としては掲げてきたことを回先だけでは

なく実際に実現するべきであることは言うまでもない。

さらに、中国共産党が課題としては掲げられてきた政

治の民主化を、第 2次天安門事件以降、消極的になって

手を付けてこなかったことで、江沢民時代に経済主義の

浸透を許し党や国家の腐敗を招いたという反省から、党

の綱紀粛正を強 く推進する習近平政権が誕生したと指

摘する見方がある。腐敗追及によってライバルが次々と

消えていったことで習近平が権力を学握できたというの

である。習近平は、今や、毛沢東・郡小平に並ぶ共産党

の最高理論指導者として党に公認され、強力なリーダー

シップを握っている。彼は一貫して人民解放軍に関わり

続け、軍事を重視する姿勢を示してきた。彼は、強力な

海軍の建設やサイバーや宇宙などの新たな分野の軍事戦

略にも力を注いでおり、アメリカは特にサイバー攻撃に

対する警戒を強めている。しかし、矢吹晋さんによると、

この分野ではロシアの方が進んでいて、前々回の大統領

選挙では、ロシアにとって不都合なヒラリー候補を当選

させないため、トランプ候補を有利にするための情報戦

を仕掛けたそうである。しかし、 トランプ前政権は、中

国による情報工作を問題視し、貿易戦争を仕掛けると共

に中国に対するセキュリティー対策を強化した。

今世界は、米帝の覇権 (ヘゲモニー)が後退し、多極

化してきているが、その一極が中国になることがはっき

りしてきている。その傾向は、新型コロナウイルスのパ

ンデミックで多大な犠牲を出した欧米諸国に対して、中

国が早期に収束させて国内経済体制を素早く復旧したこ

とで強まっている。しかし、中国では、富裕層との間の

格差がや都市と農村の収入格差が開いたり、 少数民族

が厳しい生活状態にあったり等々、様々な矛盾や問題が

あり、それらを経済主義だけで解決するのは当然無理で

ある。社会政策面では、福祉の向上や都市と農村格差是

正策による絶対的貧困層の撲滅などの成果を挙げている

ようだが、政治改革はまだまだ手を付けられていない。

もちろんこれはアメリカなどが言うような個人主義的

地縁主義的普通選挙がないのが問題だというわけではな

い。制限されてはいるが、地方白治体では普通選挙 |こ 近

いことは行なわれているし、アメリカなどにない職種別・

社会団体別の代表選が行われており、例えば労働組合代

表を地縁的な地域代表として迂回して選ばなけれはなら

ないアメリカの選挙制度などよりも民主的な面もある。

ソヴィエト民主主義は、職場・工場代表を直接選挙で選

ぶものだつたが (日 本の自主管理闘争も)、 自治体ごと

の地域代表選挙が、金持ちや地域の有力者に有利である

のよりは民主的 (平等)である。ただし、中国共産党は

共産主義化をずつと先に延ばしており、過渡性が強 く、

どうなるか予断を許さない。注視していく必要がある。

〈特集〉レーニン「外部注入論」

をめぐつて

ロシア革命におけるレーニンとス

ターリン
旭凡太郎

① 1991年 のソ連崩壊は、それに到る共産党一党派・

一分派支配のもとでの特権的官僚の経済・労働支配の矛

盾を露呈した。それは 1924年のレーニンの死と 1922

年のスターリンの党書記長就任以来のスターリン支配の

諸結果であつた。が、ソ連における共産党一党支配はレー



ニンの時代に形成され、また 1921年 の党 10回大会で

の「分派禁止」はレーニンの時代に提起され、それは後

のスターリンによるブハーリン、 トロッキー派等反対派

の追放、残滅の武器となっていった。

こうした共産党一党派 。一分派支配とソ連社会支配は

レーエン時代に持ち込まれ、それをスターリンがひきつ

いだものだ、すなわち「スターリン主義」とは「レーニ

ン主義」を引きついだものである、といった考えは少な

からずあるのかもしれない。

この中央集権的組織はレーエンによれば「地方の社会

主義的活動を完全に自由に行わせる必要、と単一の従っ

て中央集権的な党を編成する必要とを、いかに両立させ

るか」(レーニン全集 4 p233)、 ということでもあっ

た。

そしてこの場合でもレーニンの真意をつかむことぬき

には、スターリンの「党内の思想闘争によって日和見主

義を「克服する」という理論、これらの分子を同じ党の

内で「克|1浸 する」という理論は腐敗 して危険な理論であっ

て、党を麻痺と慢性病におとしいれ、党を日和見主義の

餌食にし、プロレタリアー トから革命的な党を奪い…」

「わが党が内部の統一と党の隊列…をつくりあげること

ができたのは、第一に、党が時機をのがさずに日和見主

義の汚物を掃除することができたからであり」 (ス ター

リン「レーニン主義の基礎」国民文庫 p128～ 9)」 と

いうように党内論争、思想闘争を否定 し、反対派を暴力

で抹殺するようなスターリン主義の台頭がありうる。

こうした討論のなかで、リヤザーノフが「大会で政綱

にもとずいて代表選挙を行うこと自体が不可避的にフラ

クションの形成をもたらす」という観点から、フラクショ

ンを禁止するなら政綱による大会選挙をも禁止すべきで

ある」という修正案を提出した (「民主集中制と党内民

主主義」藤丼一行 1)166)。

(党内論争とレーニン〉

レーエンはそれに反対 して「根本的な問題が意見の

相違を呼び起こすようなばあいに党に訴える権利を党や

中央委員会メンバーから奪うことはわれわれにはできな

い、どうしたらわれわれにそんなことができるのか、私

には想像もつかない」。と反論している (レーニン全集

32  p275)」 (前記 「藤丼一イT」 p 167)

こうしてのちの第 13回党協議会 (1924年)は、前

記 10回大会決議の正当性を再確認し、「労働者民主主

義とは、党生活の最重要問題の全党員による公然たる討

議の自由、それらについての討論の自由、また下から上

までの指導的役員と合議機関の選挙制を意味する」と規

定した (前記藤丼 p169～ 170)

そしてレーニンの場合には「公開制」「選挙」は単に「党

内民主主義」ではなく「全党が中央部に適する人を系統

的に…たゆみなく養成してゆくこと、党がこの高い部署

の候補者のひとりひとりの全活動を掌をさすように見る

こと…が必要である。 (「全集 7」 p l10)そ して「ど

んな政治家もなんらかの敗北をなめずにすごしたものは

いない。われわれはこれらの敗北がサークルや小グルー

プのかびくさい空気のなかにかくれてしまわないよう

に、またそれが万人の法廷にもちだされるように、全力

を「あげなければならない」 (レーニン全集 7 p l10)

として、党が指導部をふくめて全党員大衆による法廷の

前にさらし点検されるものとし、「あらゆる意見に対し

て党の機関紙と党のすべての出版物の紙面を開放せよ」

というプレハーノフの呼びかけのの実現を訴えたとされ

る。 (前記「藤丼一行」 p51)

そして「あらゆる少数派の権利を保障し、意見のちが

いや不満や立腹の恒常的かつ除去しがたい源泉を、大騒

ぎや泥試合の‖1来のサークル的、俗物的な軌道から信念

のための、統制あり品位ある、まだ慣習になってない水

路へと導く必要がある」(「 レーニン全集」7「党に訴える」

p493)と いうように党内民主主義は単に少数派の権

利という問題にとどまらず、論争そのものが党員・労働

者大衆の「密集した水路」をつくり、発展してゆく運動

の一環と考えられていることがわかる。

そ してレーニンの時代にも「粛清」はなされたが、

1921年 7月 党中央委員会と中央統制委員会は「党の粛

清の実施にかんする、すべての党組織へのロシア共産党

の手紙」という文書をだし「この粛清に私怨やグループ

間の対立を持ち込んではならない、としたあと「党内

の異見者―たとえば以前の "労働者反対派 “などのメン

バーーに対する])1争圧はいかなる場合にも許されない」と

した、という (「藤丼一行」 p246)

〈粛清と公開論争〉

粛清はレーニン時代の第一次粛清 (1921～ 24年 )、

スターリン時代の第二次 (1933～ 1938年 )、 と行わ

れた。

第二次をとうしての党員減は 150万人だが、17回大

会 (1934年)で制定された規約は「スターリン独得の

粛清理論の所産」とされ、「この理論とはかっての反対

派を反革命勢力の敵としてとらえ、かつこの敵は巧妙に

“偽装 "し ているとするもので、そこでスターリンは「ト

ロッキー主義は「労働者階級のなかの政治的潮流」から、

「諸外国の諜報機関の指示にしたがって行動する妨害者、

攪乱者、スパイ、殺人者の徒党」に転化したと主張する。

しかも「そうした変質した トロッキー主義者とたたかう



方法は、 1日 来のような「討論の方法」ではなしに、「根

だやしと撃滅」という新しい方法でなければならない」、

とされる (「藤丼一行」 p242)

20回大会 (1956年)でのフルシチョフ報告は、17

回党大会 (1934年)に 出席した代議員 1956名のうち

半数以上 1108名、そこで選出された中央委員 139名

のうち 70%98名 が不当に犠牲 (処刑、獄死)と なっ

たことを明らかにした。 (「 フルシチョフ秘密報告「ス

ターリン批判」「民主集中制と党内民主主義」藤丼―行

p243」 )

またレーニン生前の 11回党大会 (1922年)で選出

された 26名の中央委員のメンバーがたどる運命として

17名 (ブハーリン 1938年処刑、 トロッキー 1940年

暗殺、カーメネフ 1936年処刑、ジノーヴィエフ 1936

年処刑等)がスターリンによって抹殺された (処刑、暗

殺、獄死)と される。 (「エランスタン報告」「藤丼一行」

p260)

こうしてスターリンが大量の反対派を処分 (晴殺、処

刑、獄死)し たのにたいし、レーエンが反対派の抹殺に

走らなかったのはレーーニンの場合、反対,′氏を論争の対象

とし、論争が党内労働者人民の活力の水路をつくりだす

ものと考えていたことによるものと考えられる。

すなわちレーニンはその初期から階級関係一構造の分

析―それは党が提起する運動の回路・路線の基礎ともな

る、等綱領の枠をもつくりだしてゆく―を展開してきた

のであった。すなわちロシア国内～世界的な階級構造・

把握を先駆的に切り開いてきたのであつた。

それは初期の「ロシアにおける資本主義の発展」から

「帝国主義論」、「国家と革命」、と一貫してきた。

<二月革命と「全権力をソヴィエ トヘ」>

「ロシアにおける資本主義の発展」では、ロシアでは

資本主義発展は困難として、農民を革命主体としようと

したナロー ドニキ、あるいはまず「まずブルジョア階級

が権力をとり労働者階級は自らの権利を確保する、のち

政権を取る、とした社会民主主義穏健派に対して、「労

働者階級こそ権力奪取主体たらぎるをえないことを、ロ

シア資本主義下の階級分析―資本主義発展と農民層分解

と労働者階級発展として解明し、「ロシアにおける資本

主義の発展」をとうして立証した。これはロシア階級闘

争・ソヴィエ トにおいてにおいてボリシェヴイキを結集

し、多数派を形成するのにもおおきく貢献したと考え

られる。直接には 1917年 2月 革命のソヴィエ ト形成・

二重権力状況下、ボリシェヴィキも混乱するなか、亡命

先から「封印列車」で帰国したレーニンが「ロシアにお

ける状況は革命の第一段階から、権力をプロレタリアー

卜と貧農とに与えられねばならぬ第二段階への過渡にあ

る」として「急速な直接の権力奪取」をよびかけ、当初

は孤立しながらも (4月 8日 の党のペ トログラー ド委員

会ではレーニンのテーゼは 13:2で 否決された (「 ロシ

ア共産党党内闘争史」 R。 ダニエルズ 現代思潮社 p

35)が、ひるまずその急進的方向に党を獲得 しようと

努力して破竹の勢いで影響力を拡大した。その結果四月

の党協議会では「ソヴィエ トの手中へ国家権力を移行せ

しめる」の決議を一三二名の代議員で可決した (反対は

二名、棄権八名)(「 ロシア共産党党内闘争史 p36」 )

こうしてボリシェヴイキを「全権力をソヴィエ トヘ」

の路線に導いたことは直接的にレーニンの功績であっ

た。そしてこのボリシェヴイキがソビエ ト権力内で多数

を形成 (メ ンシェヴイキ左派の吸収をふくめて)し て

いったこともふくめて、前記のごとく「ロシア資本主義

発展」一ロシアの階級構造一権力奪取主体としての労働

者階級・路線の解明・確立は重要な基礎となっていつた

と考えられる。

(「帝国主義論」「国家と革命」 ,…
)

そして世界的帝国主義発展～帝国主義戦争の過程にた

いしても、レーニンは「帝国主義論」をとうして労働者

階級の進むべき道を指し示そうとした⊂そして当時、ヒ

ルフアーデイングが「金融資本論」において第一章「貨

幣と信用」からはじめ、貨幣・信用、銀行と信用、株式

会社、証券取引所…等貨幣信用関係で完結させたのに対

し、レーニンは「生産の集積と独占」からはじめた。こ

のことによって生産の集積・独占の対極としての「ぃた

るところで半飢餓で乞食のようにとりのこされている住

民大衆の生活水準」の結果、「先進諸国では、厖大な「資

本の過剰」が生じたとしたのである。 (レ ーニン「帝国

主義」岩波文庫 p102)ま た農業の未発達と大衆の

貧困という条件のもとで「有利な資本投下対象が少ない

ことによって資本の過剰が構造化し、この過剰資本を国

外へ、後進諸国へ輸出することが典型的となる (「帝国

主義」 p103)と した。このことによって植民地国へ

の資本輸出 。世界の分割支配、帝国主義国 。・植民地国

労働者農民の差別 0分割支配が進み、また帝国主義諸国

の国際競争・市場再分割戦・帝国主義戦争が不可避とな

ること、「帝国主義戦争を内乱へ」「自国政府の敗北」を

万国の労働者のスローガンとしてゆくことを提起して

いったわけである。

また 1917年 8月 (二 重権力の最中)書かれた「国

家と革命」では階級対立の非和解性の産物としての 。階

級支配の道具としての国家、軍事官僚機構としての国家、

ということとともに、これとおきかえるものとしてのコ
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ミューン型国家の 4原則―常備軍の廃止と全人民の武

装、議会を執行機関でもあり、立法府でもある行動団体

におきかえること、その場合公務員は完全に選挙制・ リ

コール制の下におかれること、また労働者なみ賃金のも

とにあること…等を 1871年パリコミューンの経験 (マ

ルクス「フランスの内乱」)を もとに展開しているわけ

である。

そしてその場合でも、独自の方策「ますます単純化し

てゆく監督と経理の機能がすべての人によって順番に遂

行され、のちには習慣となり、最後には人間の特殊な層

の機能としては消失するような秩序」 (「国家と革命」岩

波文庫 p73)と いったことをも展開しているわけであ

る。

(た だしこの「監督と経理の機能が順番に遂行され」と

いったことを現実のロシアの下で展開してゆく方策は

レーニンの時代においても経験・蓄積されていない。こ

のことが 1920年代、ネップ・農民対策、重工業化政策

に追われ、のちのスターリン下での行政・官僚主義支配

に歯止めをかけられなかった一因となったとは考えられ

ス ヽ

こうして「何をなすべきか」における「社会主義的

意識の外部からの持ち込み」とセットになった「全面的

政治暴露」すなわち階級構造の解明暴露をとうして労働

者階級を運動に組織してゆく方向性の蓄積・結集をとう

して党を形成してゆくというレーニンの路線はボリシェ

ヴィキの結集・多数派化の武器となっていったと考えら

れる。

そしてレーニンにとって自己の主張にたいする異論は

むしろ内容・論議を深め包摂してゆくこと、論議の参加

者全員が一つの「広大な水路」に転化してゆくゆくもの

ととらえられていったものと考えられる。

こうした全面的政治暴露一階級構造の解明・暴露 0社

会主義イデオロギーをロシアにおいて形成 0蓄積してき

たレーニンとそうした経験・蓄積をもたず、もっぱらレー

ニンを支持しつつボリシェヴィキ内で行政的能力、権力

を蓄積してきたスターリンにとって「何かある政綱にも

とずいてつくられたグループを例外なくすべて即時に解

散させよというレーニンの要求」(「 レーニン主義の基礎」

p127)と いったものをでっちあげ、間答無用に弾圧す

るしか道はなかったわけである。

そしてだからこそそうしたスターリンが書記長となり

権力をふるい、異論と討論する力もなく抑圧するしかな

い (後の粛清が予感された)ス ターリンに危機感をもち、

死ぬ間際レーニンは 1923年 1月 「スター リンは粗暴

すぎる、この欠陥はわれわれ共産主義者のあいだやその

交際の中ではまったくがまんできるものであるが、書記

長の職務にあってはがまんできないものとなる。だから

私は次のこと、すなわちスターリンをそのポストからほ

かへ移し…別の人物を任命する方法をよく検討するよう

同志たちに提案する」といった遺書をのこしたわけであ

る (「 レーエン「遺書」物語」藤井一行 p29)

一こうしてスターリン主義をレーニン (主義)の延長と

みる見方は、ロシア革命-1917年 2月 革命 :ソ ヴィエ

ト・二重権力のもと混迷の最中、孤立しながら「全権力

をソヴィエトヘ」と主張し推し進めたレーエンや、それ

らを支えてきた「ロシアにおける資本主義の発展」「何

をなすべきか」「帝国主義」「国家と革命」等の展開と

いったレーニン、ボリシェヴィキの実践・理論を歴史か

ら消してしまうものと考えられる。我々はレーエンを含

むロシア・プロレタリアート0ボ リシェヴィキの頑張り

を我々自身の一部となったものとして引きずってゆくの

である。

レーニン、ニーチェ、そしてカン ト
茂木康 (未来への協働)

これまで『年誌』や『論争』では「椿邦彦」というベンネー

ムを使ってきたが、今年 3月 末に新団体の発足に加わっ

たことを機に、「茂木康 (も てき・やすし)」 という本名

で書かせていただくことにした。団体の名前は「未来へ

の協働」という。「協働」にはアソシエーションの意味

を含ませている。だからこの団体は「党」ではない。「だっ

たら何なんだ」と、先日の討論会後の飲み会で早速突っ

込まれたのだが、実のところ、私にもよく分からない。

よく分からないが、多分、これから何ものかになるのだ

と思う。それを決めるのはこの団体の会員たちであろう

し、また会員たちがかかわっている地域や運動体がどの

ような方向に進むのかが大きく影響するのだろう。した

がってこの団体は複数のプログラムを有することになる

だろう。その融通無碍さ加減は、ある意味、究極の日和

見主義と言われそうだが、「それがダイバーシティとい

うものなのだ」と答えておこう。団体の運営は会員全員

参加の直接民主制で行うことになっている。それを聞い

た友人から「そんなことが成り立つのか」と早速突っ込

まれたが、やってみなきゃ分からんじゃないか、友よ。

以上は、あくまで私が抱いている団体のイメージであっ

て、他の会員さんたちがどのように考えているかは、こ

れから聞いてみないと分からない。

さて、前置きはこれくらいにして、本題に入りたい。
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4月 の年誌討論会でレーニンのいわゆる「外部注入論」

について議論したが、とても興味深いものだったと思う。

そこで僣越ながら、そのときの議論をテーゼ化してみた

いと思う。

第 1テーゼ :共産主義者が人びとに対して示すことが

できるのは、すでに人びとが直観していることにすぎな

い。

という話がされたわけであるが、これはまったくそ

の通りだと思う。つまりそこで示されているのは、外部

から持ち込まれたものではなくて、すでに人びとに内部

に存在しているものなのである。そのモヤッとしたもの

に輪郭を付けて、言語化する作業を行っているのである。

もしそうでなかったら、誰からも共感を得ることはでき

ないはずだ。だから、難解であることを恐れる必要はな

い。「平易である」ということと「共感できる」という

ことはまったく別次元の問題だからだ。

とは言っても、難解なことがらを人びとにとってち

んぶんかんぶんな専門用語を並べ立てて説明しても政治

にはならない。そこは人びとが日常的に使っている言葉

によって説き明かしていかなければならない。それは簡

単なことではない。それができるようになるためには、

それなりの修練を積まなければならない。多分そこが、

活動家の役割なのだと思う。そして、おそらくレーニン

はこの領域においては、研究者としても活動家としても

長けていたのだと思う。

さて、ここの議論で重要なことは純粋な「外部」と

いうものが存在 しないということであるのだが、レー

エンの場合はどうなのだろうか。『なにをなすべきか』

(1902年)で「外部注入」について次のように述べて

いる。「労働者は社会民主主義的意識を持っているはず

もなかった ・―・。この意識は外部からもちこむほかな

かった」cなぜなら、「社会主義の学説は、有産階級の教

養ある代表者であるインテリゲンツイアによって仕上げ

られた哲学、歴史学、経済学の諸理論から、成長してき

たものである」 (国民文庫版 50頁 )か らだ。

ま、当たり前のことを言っているだけなのだ。つま

り学校で教師があれこれと生徒に知識を詰め込んでいる

のと大して変わりはない。当たり前すぎて拍子抜けする

くらいである。もちろん、レーニンがこんなつまらんこ

とを言うために「外部注入」という概念を組織論の中に

持ち込んで来るはずがない | と思うのだがどうだろう

か。

レーニンが本当に言いたかったのは、そのずっと後

に出てくる「職業革命家の組織」についてだったのでは

ないか。そこでレーニンは「労働者革命家も職業革命家

にならければならない」と述べて、当時の ドイツ社会民

主党の例をあげている。 ドイツの党では「有能な労働者」

をして「一つの工場からその職業全体へ、一つの地方か

ら国全体へ」と活動の舞台を広げるように仕向け、職業

扇動家としての「経験と手腕を獲得し、その視野と知識」

を広げていったのである。これが党の中で自然と行われ

ていたという。それはあたかも職人が全国を行脚しなが

ら修行を積み、やがてマイスターとなる、いわばギル ド

みたいなもんですな。「職業扇動家」は絶えず労働者仲

間のあいだで修行を積み、成長していくのであるこ

ところが、レーニンの党は少し様子が違うていわく、

「いくらかでも才能」あり「前途有望」であると日を付

けられた「労働者出身の扇動家」は、「工場で 1日 11

時間も働かせてはならない …… 彼の生活を党の資金で

まかない、適当なときに非合法状態に移れるようにして

やり、その活動場所を変えてやるように心がけなければ

ならない」のだという。「党の資金」で非合法生活 (地

下生活)を送る。となると彼は、ほぼ完全に労働者仲間

の外側にいっちゃってるのであるこ彼は自分では働かず

に「党の資金」 (そ の人半が人民の醇金)に 依存して生

活する。いわば「貴族」である。じっさい、レーニンの

職業革命家にかんする発想と『哲学の書』などでニーチェ

が展開する貴族主義的発想とのあいだには相通ずるもの

がある、というか、ほぼ同じ |そ う思うのは私だけだ

ろうか。

党は、労働者階級の外側で形成される。この考えを

レーエンは終生員いたと思 う。その党は二つの特徴を

持っている。一つは「純粋性」であり、いまひとつは「超

人性」である。

Fな にをなすべきか』の扉には、ラサールがマルクス

に宛てた手紙が引用されている。そこには、「 …… 党

派闘争こそが、党に力と生命力をあたえる。党があいま

い模糊としており、はっきりした相違点がぼやけている

ことは、その党の弱さの最大の証拠である。党は、自身

を純化することによって強くなる。……・」とある。ラ

サールとは、マルクスが『ゴータ綱領批判』でこき下ろ

したあのラサールのことである。この言葉がレーニンが

いたく気に入ったのもよく分かる。ムダに激しい党内闘

争や党派闘争も、党を純化し、強化する最上の手段とし

て合理化される。今でも、「確かにそういう連中いるよな」

と誰もが思い当たる、「党派あるある」の典型だ。そも

そも純化=強化という前提からしておかしい。普通に考

えても合金 (ハイブリッド)の方が強いに決まっている

だろう。

晩年の著作『共産主義内の「左翼主義」小児病」の



なかでレーニンは、「第一に、革命的階級は、その任務

を実現するためには、少しの例外もなしに、社会活動の

あらゆる形態、あるいは側面をわがものとすることがで

きなければならない。 ・・…・第二に、革命的階級は、一

つの形態が他の形態にどんなに急速に、不意にかわって

も、それに応じられるようにしなければならない_(大
|」 板レーニン令集 31巻 85頁 )と 述べている。革命的

階級とはプロレタリアー トのことである。したがってプ

ロレタリアー トを指導する党に、この二つをこなす超人

的能力が求められることになる。

そんなことは無理に決まっている。「
耐 会活動のあら

ゆる形態・側面」をわがものとすることができるのは、

社会の全住民による協働が実現したときだ=あ らゆる形

態変化に対応する場合も同じである.特定の階級に属す

るノ、間たちでできるはずがないcいわんや一党派におい

ておや、であるc、

ところが、ロシア革命後の国際共産主義運動におい

ては、「革命党はこうした超人的な業を身に付けなけれ

ばならないし、またそれが可能である」とする 〈妄想〉

に取り憑かれてきた。それが数多くの悲劇 (例えば中国

の「大躍進」とか)を生みだしてきたのだ。レーニンは『左

翼病」のなかで、その当時の党の任務は「いまのところ

まだ眠っているプロレタリア大衆を目党めさせる」こと

だと指摘しているが、本当に目を醒まさなければならな

かったのは自分たちの方だったんじゃないのか |?。

それでは次に進もう。第 2テーゼ :「外部注入」とは、

知らないおじさんが頼みもしないのに「君に将棋のさし

方を教えてあげよう」とのこのこやってくるようなもの

である。

つまり「注入」される側に選択の余地がないのであ

る。ありがた迷惑なのである。 しかもこのおじさんは、

自分が超人的な業を使いこなせると勘違いしているので

ある。こんな人物に絡まれたら、それこそ不運としか言

い様がない。

Fな にをなすべきか』のレーニンにおいては、外部注

入の議論と、目的意識性の議論が不可分一体のものだと

いうふうに私は理解 している。いわく、「労働者大衆自

身が彼らの運動の過程とそれ自体のあいだに独自のイデ

オロギーをつくりだすことが考えられない以上、問題は

こうでしかありえない一ブルジョア 0イ デォロギーか、

それとも社会主義的イデオロギーか、と」 (国 民文庫版

63貞 )。 いやいや、ものすごい独断なん じゃないです

か !?そ ういった疑間を差し挟む暇もあたえずにレー

エンは突っ走っていく。いわく、「自然発生的な労働運

動とは組合主義であり・……組合主義とは、まさしくブ

ルジョアジーによる労働者の思想的奴隷化を意味する」。

だから、「社会民主党の任務は、自然発生性と闘争する

こと、ブルジョアジーの庇護のもとにはいろうとする組

合主義のこの自然発生的な志向から労働運動をそらし

て、革命的社会民主党の庇護のもとに引きいれることで

ある」(同 )。

おいおい。まじめに労働組合運動をやつている人の

前でこんなことを言ったら絶対にぶん殴られると思う。

労働運動がブルジョア化するのは、ブルジョアジーが労

働運動にたいして硬軟取 り混ぜたモーションを猛烈にか

けているからである。資本攻勢の最前線にたつている活

動家たちは、「知らないおじさん」から言われなくても、

悪戦苦闘しながらこれとたたかっているのである。何よ

りも大切なことは、あれこれ説教する前に、彼らに敬意

を払うことだcか くしヽう私も若い頃は、レーエンが百う

ことを真に受けて、そのまんま現場に飛び込んだがため

にエライ日にあったのであるが。

私はレーエンが倣岸不遜な人間だと言うつもりはな

い。むしろ、人間のことを深く理解していた人物だと思

う。彼は「経済主義者」が「労働者人衆の積極性を高め

る」と主張していることにたいして、「経済主義者」た

ちが想像している以上の「積極性」を労働者は、経済闘

争のなかで発揮していると反駁している。そこでレーニ

ンが定義している「経済闘争」とは、「労働力を販売す

るいっそう有利な条件を獲得するため、労働条件と生活

状態を改善するため、労働者が雇い主にたいしておこな

う集団的闘争」(同 94頁 )の ことである。「経済主義者」

は「経済闘争そのものに政治性を与える」というが、そ

れは職業によって多種多様な労働条件の改善を、職業ご

とに「立法上および行政上の諸施策によってかちとる」

ことにほかならない。ところで、そんなことは言われな

くても労働者たちはとっくにやっているじゃないか、と

いうのがレーエンの主張だ。それはそうなんだが、・……

なんかおかしい。

その違和感の原因は、経済闘争の定義にある。その

領域があまりにも狭いのである。経済闘争とは、「労働

条件と生活状態を改善する」活動だけではない。そこで

労働者たちが直面しているのは、技術革新と生産力の向

上に伴う資本と労働の編制の絶えぎる変化である。それ

は労働者支配の様相に重大な影響を及ぼしている。20

Ll紀初めにおいてはフォーディズムの登場がそれであっ

た。すなわち、「経済闘争そのものに政治性をあたえる」

(経済主義者 |)こ とが問題ではないのと同様に、「全面

的な政治的暴露」(レーニン、同 106貞)を外部か持ち

込むことや、ましてや、「改良のための闘争を、部分の
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全体に対する関係として、自由と社会主義とのための闘

争に従属 (l)さ せる」(レ ーニン !同 96頁)こ とが

llU題なのではない。

問題 となっているのは、経済闘争の現場で労働者た

ちが直面している多様な現実の中から、ブルジョア支配

に対抗する政治を生みだしていくことである。それは経

済闘争の外部にとどまっていたり、経済闘争と政治闘争

を天秤にかけたりしているようでは不可能である。

少し視点を変えてみる。

レーエンの思考では、党一階級一大衆というヒエラ

ルキーは不動のものである。彼はそのヒエラルキーの頂

点から世界を俯轍している。彼はその秀でた想像力に

よって、大衆ひとりひとりの生活や意識のなかに入り込

み、その気分をつかみ取ることができた。それはまさに

グラムシの言う「現代の君主」である (も っとも、グラ

ムシがさしていたのは「党」のことだが)。 ただし、工

様はどこまで行っても工様なので、その拠って立つヒエ

ラルキーを揺るがすものには容赦がない。

この点がマルクスとレーニンの大きな違いであろう。

マルクスは、1858年 に書いた「機械についての断章」

(『経済学批判要綱』)で、高度に機械化した資本主義に

おいては、機械に蓄積された知識は「一般的知性」とし

て社会化されることを「発見」した。これは「資本の階

層的な支配」(ポール 0メ イソン)を揺るがすことにな

る大発見であった。それがはっきりと姿をあらわし始め

るのは 20世紀後半になって情報経済が登場によつてで

ある。それは世紀末の 10年間にネットワーク経済とし

て爆発的な進展を見せ、世界の様相を一変させている。

こうした変化をいち早く実感しているのが、労働現場に

身をおいている労働者たちである。そこでは労働者から

学ぶことはたくさんあるが、彼らに外部から教えること

は何もない。なぜなら、誰も経験したことがない事態が

そこでは進行しているからである。大切なことは、労働

者の直観から何をつかみ取るのかということだ。

さて、最後である。第 3テ ーゼ :ヒ エラルキーの頂

点に立つレーニンが、階級一大衆に向ける眼差しは、カ

ントの言う「未成年状態」にある人間たち、すなわち「他

人の指導がなければ、自分自身の悟性を使用し得ない状

態」にある人間たちへの眼差しである。その態度は「君

達は、いくらでもまた何ごとについても、意のままに議

論せよ、しかし服従せよ」(カ ント『啓蒙とは何か』岩

波文庫版 10頁)と 厳かに宣明する啓蒙的な君主のそれ

である。

だから悪いと言っているわけではないのだが、「外部

注入論」の押しつけがましさ、あるいはマルクス的な文

脈の中での据わりの悪さはそのカント的な啓蒙くささに

あるのではないかと思うのだ。そうすると、レーニンに

とってマルクスとはいつたいどのような存在だったのか

が激しく気になる。それは、第2イ ンターナショナルの

崩壊後のレーニンが二段階革命論 (労農民主独裁)を放

棄して、いきなリロシアにおける社会主義建設の着手(プ

ロレタリアートの独裁)へと転回をとげたことと大いに

関係していると思うのである。おそらくレーニンはマル

クスの思想や理論の教条主義的な理解とは無縁であっ

た。これだけは確かなことのように思える。

「外部注入」とサブスクとプレイリ

スト

ー
レーニンとの間合も` (ま あい)の問題一一

自丼 順

今回の『共産主義運動年誌,定例討論集会「現代世界

とレーニンの「帝国主義」一
レーニンとの問合tヽ (ま

あい)の問題一
」の「お題」としての「レーニン」。

そもそもは、旭さんのいわゆる「請戸文書」への、旭さ

んからの「アツイ」「関心」(?)あたりが出発点だった

とおもう。

まず、昨年末あたりに旭さんから転送されてきた「請

戸文書」への、速攻での 。ひとくち感想を当時のわたし

の旭さんあてメールより。前にも書いたが、私は「請戸

文書」でいう「議論の構え」 じたいについては、私は、

まあ納得できた立場。

*******************

旭さんのいわゆる「請戸文書」への、超速読でのひと

くち感想です。

1)(2の)12頁 の「(3)議論の構え」の四点は、まっ

とうな「土俵」だろう。

2)(請戸論文での用語法での)「マルクス主義」にたい

する批判、というのがベースで、「ロシア革命」ネタも「資

本論」ネタ (オマケ註)も、その根元からでてきている

とおもう。

3)「 (旭さんも含む)占い (請戸論文での用語法での)「マ

ルクス主義」との対質」の意味では「「陛代」の差」の

要素も大きいのかも。

4)私じしんもジジイだけど、(請戸論文での用語法で

の)「マルクス主義」の影響を受けたこと全くなしに「ス

クスク育ってきた ?」 ので、スンナリ読めそうな部分も

多かった (廣松ワクチン接種済世代だったので免疫力高



い し ?|)。

*******************

え―と、単純に私の (あ くまで個人的ね)考えを「ひ

とくち」でまとめておけば。

他人様 (ひ とさま)のはなしを全くスルーしたうえで

の「独リカラオケ」では、数がふえても「並列する「複

数の独リカラオケ」状態」のままだろう。「並列する「複

数の独リカラオケ」状態」とはイコール「単なる相対主

義」のこと (昔なら当然。近頃 ?の「新実在論」なり「新

実存主義」なりでもこのあたりはカウントされている)。

年誌定例討論集会の準備中に送られてきた旭さんメール

の

「レーニンの外部注入一プロ独一党の独裁一商品関係絶

滅戦一スターリン主義」というシェーマがあり、一般的

になっているという面があると思います。しかしレーニ

ンの場合「ロシアにおける資本主義の発達」にあるよう

に、資本主義発展と農村の資本家～貧農～プロレタリア

化、といつた階層分化・階層関係を基調としており、一

般的外部注入とは成り得ない構造にあつたという面」(旭

さんメールより)

に関連して、私個人の考え。

●A● 「外部注入」とサブスクとプレイリス ト

討論会での会場からの発言のなかでとくにおもしろ

かったこと。「外部注人する側」ではなく「外部注入さ

れる側」の論理が語られていて興味ふかかった。

古いのから新しいのから「時空をこえて ?」 横並び。膨

大な量の素材データをサブスク (「SubscriptiOn」 )=定

期購読するという世界では、膨大な素材データを統御す

る「プレイリス ト」(=選択によるカスタマイズ)が不

可欠 (「 Plyalist」 。ようするにフォントであり、プロブ

レマティクであり、「みえないものがみえてくる」「観念

のシバリ」)。

買うやつがいなけりゃ売れない=売れないものは商品

ではない (も ちろん商品ではないどころか生産物ですら

ない (=「廃棄物」)と いうのが『資本論』のロジック。

当然「注入」すらできない)。 「外部注入する側」も「外

部注入される側」も同じひとつの力 (の一元論)と いう

のが自丼聡。旭さんメールの「「レーエンの外部注入」～」

あたりのはなしに関して、みもふたもないけれど、そも

そも「外部注入」でイメージするところの「絵に書いた

ような「外部」」なんてあるの ?、 どこにあるの ?

「自分」・あるいは「自分たち」・あるいは「自分たちの「組

織」」・などなどが、世界の「外部」に・全く「完壁」 (白

己ジューソク的に)に 0存在してるんだという発想はふ

つ―に「カル ト」だろ | というのが私の発想の根本。

私個人は「ロシア革命」時の「レーニンの一元論と当時

のアナキズムの二元論とを対比し、レーニンの一元論の

側を評価してゆく」という白丼聡の発想から刺激・影響

を受けた。以下、講談社学術文庫版『国家と革命』の自

井聡「解説」に関連して。陛界との媒介を欠いた「もう

ひとつの力」を認めてしまうということの批判。白井聡

の「レーニンの一元論」から考えたこと。

自丼聡がここでレーニンの具体性に即して展開してい

た「レーニンの「一元論」とアナーキズムの「二元論」」

のはなしを、もう少し普遍化してみることはできないだ

ろうか? 登場人物としての「敵役」 (かたきやく)も

含めた、「力」の一元論というはなしだ。白丼聡「レー

エンにおける「力」の存在論」 (『情況』、第三期第五巻

第四号)でのロジック。(A)「「同等な別々の二つの力」

の存在を認めず、ただひとつの「力」のみを認めてい

た」 レーニンの「一元論」。(3)「既存のブルジョア国

家、あるいは国家一般を破壊する「力」」と、「この力を

解消するための「力」」=「 自然的なプロセスそれ自体

に、あるいは無政府状態と摩詞不思議にも両立するとさ

れる権威の力において措定されざるをえないであろう」

「「もうひとつの力」」との「「■つの力」が同等な権利を

持って措定されている」無政府主義の「二元論」 (以 L、

五五一五七頁)。 「『国家と革命』および『何をなすべきか』

に即 して」(A)レーニンの「一元論」と (B)無政府

主義の「二元論」のふたつを対比し、レーエンの「一冗

論」の側を評価してゆくあたりの論述を読みながら、ま

ずおもい浮かべたのは、宇野弘蔵の貨幣論、その日玉部

分ともいうべき「貨幣の価値尺度機能」論のことだつた。

「尺度するもの」と「されるもの」とが同じ私的な「商品」

であるという「一元論」。「人形つかいも、人形つかいの

役を与えられた人形」 (松山俊太郎「竹本健治『匝のな

かの失楽』への解説」)なのだと。価値を尺度し価値秩

序を形成する「貨幣」もまた、一般商品と同様になんら

かの上からの「普遍性」をはじめから背負ったものでは

ない、私的な、商品のひとつであること。「人形」と「人

形使い」との区別、「人形使い」のプロフェツシヨナル

性をいうだけなら、自丼聡と別の用法((=い うならば「革

命家」と「大衆」の二項についての・プロとアマとの「一

元論 0二元論」のはなし))での「二元論」。この「人形

使い」もまた「人形」のひとつである、というのが自井

聡の文脈 (=「革命の力」と「反革命の力」との二項に

ついての「一元論 。二元論」のはなし)での「レーニン

の一元論」)。 白井聡の文脈での「無政府主義の二元論」(=
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白丼聡のいう「革命の力」と「反革命の力」とのはなし

での「二元論」)と は、世界との媒介を欠いた「もうひ

とつの力」を認めてしまうということで、そのため同市

民的社会像と同様、貨幣抜きの・媒介抜きの (白井聡と

別の用法での「一元論」になってしまうということだ。

じぶんたちが「外部」に確固として 0完壁に存在してい

るとみなす立場。「目覚めたボクタチ」は、「反革命の力」

や、おろかにもだまされている「キミタチ」=大衆の「外

部」に・別の完結した「力」として存在しているのだと

するのが (自丼聡の用法での)「二元論」。これは「請戸

文書」でいうところのいわゆる「マルクス主義」だけに

かぎらず、いわゆる「アナーキズム」などでも同様だ。

直接のレーエンの文脈からはなれ、より普遍化させて

考えてみるなら、これは実は、 (白井聡の文脈での)「一

元論」であるはずの廣松渉やアルチュセール再生産論な

どの解釈にもかかわってくる問題だ。歴史的な「力」と

しての「一元的な「力」」を、ヘーゲルとかのように「絶

対理念」なり「神」なりに繋げてしまう方向でなく、物

言わぬ「 ド部構造」へと繋げようとしたのがマルクスの

「唯物史観」だったとおもう。

●B● ロシアにおける革命としての「ロシア革命」と、

二〇世紀世界における革命としての「ロシア革命」。―

一「ザスーリッチヘの手紙」と「井物質的労働」―

まず、たとえば「非物質的労働」の問題。これはただ

単に「非物質的労働」 と名指されたジャンルの「オ仕

事」の「特殊性」の問題なのではなく、いわば「物質的

労働」とされてきたジャンルの「オ仕事」まで含め、「古

い労働観」そのものの根底からの問い直しに役立てるべ

き問題なのだ。そうでなければただたんに現実の流行へ

の後追いだけの「カテゴリー」にしかならない。同様に

マルクス「ザスーリッチヘの手紙」でもレーニンの「ロ

シアにおける資本主義_1像なりでも。ただ単に「「遅れた」

ロシアの「特殊性」」の問題なのではなく「西欧資本主義」

までふくめて「単線的発展史観、発展段階論」そのもの

の根底からの問い直しに役立てなければならなかったの

だ。

旭さんメールでのいわゆる「「ロシアにおける資本主

義」の発展～」。と、そのまえに。そもそも「「資本主義」

の発展～」一般自体がどういうものなんだろうか。「資

本主義的生産の一般的本性 (降旗)」 の問題。昔の「年

誌理論小委員会」では新田滋『段階論の研究」(分厚い !

「年誌理論小委員会」であつかった文献としては化美光

彦『世界大恐慌 -1929年恐慌の過程と原因一″]と 双

壁かな)あたりは著者の新田さんを直接およびしての「議

論・討論」の場もつくったはずだ。

18～ 19世紀の英国あたりの蓄積スタイルに沿って、

いわば “理念型 "と して抽出された 。資本主義の「両極

分解的」蓄積様式の扱い方の問題。資本制的蓄積の一般

論 (『原論』)と 一九世紀末くらいからの「金肩虫資本の帝

国主義的蓄積様式」(段階論)と の次元の違い 。区別の

必要性を強調した宇野弘蔵 (で も佗美光彦でも新田滋で

も)。 →降旗節雄「帝国主義論の史的展開』、∫講座帝国

主義の研究 1帝国主義の研究』 (降旗節雄 +桜 j11毅 +渡

辺寛)あたりからの抜粋・ひとくち要約はこれも別紙。

資本主義の「両極分解的」蓄積様式を永遠に続く「資本

主義的生産の一般的本性」 (降旗)と して受け止める類

の資本主義的蓄積の一般論への批判。

ロシアにおける革命としての「ロシア革命」と、二〇

世紀世界 0資本主義世界 (資本主義世界の変貌、モップ、

『帝国主義」などなど)に おける革命としての「ロシア

革命」。「ロシア革命」は、ロシアにおける革命であり、

また、二〇世紀世界・資本主義世界における革命でもあっ

た。「請戸文書」でもベルンシュタインたっぶりあつかつ

ていたように「ロシア_|にかぎらず資本主義世界じたい

の変化の問題。二〇世紀「大衆社会」のはなし。こちらは、

私はM&R研 究会で「ベルンシュタイン」とりあげたと

きや、その他何回かおよびした亀嶋庸一さんから刺激・

影響受けた。M&R研 究会
~1000年

度の「「修正主義」

とは何であったのか ?」 以来の亀嶋さんの「ベルンシュ

タイン」フオーラムでの発言によれば、ベルンシュタイ

ンにとっての世紀末英国体験には「イギリス革命史研究

を通じて社会主義とエー トス (精神構造)と の関係を重

視にいく側面と、大衆社会のダイナミズムに対する危機

意識を強めていく側面との二つがあります」 (「M&Rレ

ヴュー」 18号 )。 この「高度資本主義における大衆社会

のダイナミズムに着目」するのがベルンシュタインと亀

嶋さんをつなぐ線だったようで、亀嶋『 20世紀政治思

想の内部と外部」 (岩波書店)では主要にシュミットと

アレントがとりあげられていた。二〇世紀世界をどうみ

るのか。シュミット、アレントとも、本国ヨーロッパに

よる帝国主義的侵略のいわば「帝国主義のブーメラン効

果」 (ア レント)と して、本国における大衆、モップの

登場を特徴づけているようにおもえた。シュミットのい

う「ラウム的感覚」の哀退、古きよき「やあやあ、我れ

こそは」の戦争が成り立たなくなり、「「双方で正しい敵

の完全な平等」という観念の否定」、「正しい自国と「正

しくない敵」との戦争」(亀嶋)、「正義」の名のもとの「悪」

にたいする「絶滅戦争」の時代となった。
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● (オマケ註)●

■パパもママも親も子も兄弟姉妹も「ひとり親方」も資

本家も。

LGBT パパ活 ジジ活 レンタル家族 後要

業 ...の時代。

ようやく「ベタな実態主義」でも「単なる相対主義」

でもない「たんなる相対論ではない「関係論」」が日常

生活でもアタリマエになってきた。旭さんのいわゆる「請

戸文書」での「物象化論」としての「資本」論。大枠で

はこの トレンド・風・波に乗れているとはおもった。

■「属人的資本家像」の批判 (「天皇」観についても同

じ側面ありそう)。

白井聡のパシュカーニスつかっての「属人的資本家像」

批判はおもしろかつた (「「コスパ」と「生産性」ばかり

を考えてしまう生き地獄から「逃散 (ち ようさん)」 す

るための思考法」 (『武器としての「資本論」』の新しい

書籍広告のキャッチコピー。斉藤幸平本の売れ行きをイ

シキしたのかな))。

「マルクスは「資本家とは資本が人格化されたものにす

ぎない」と言っていますが、資本制社会にとつて、資本

が人格化するかどうかはどうでもいいということです。

(中略)「資本に人格はいらない」ということで、「資本

家を捕まえてやっつけよう」といくら探しても、その資

本家がどこにも見つからない」(白 丼聡『武器としての「資

本論」』二六六頁)

■以前、一九六〇年世代の表三郎「いまこそ根源へ」(『年

誌』一二号)を読んだときの違和感。「類」と「個」の

関係について、健康的すぎるくらいに無媒介に「個」が

「類的存在」へと直結しているんだなあ、と。そこでは、

「個別性」はいわば「小さな巨人」=「大きなものの「代

表単数」」なのであり、努力・鍛錬によって (?)、 彼方

にできあがってる。日指すべき「類的存在」へと直結し

てゆくかのようだつた (主観的意図にかかわらず、この

構図ではかつての くヤマカッコ)に守られた自立小僧の

<私 >や 「プロレタリア的人間」などなどと同様、のん

きな「安定」に無媒介にのっかつたままだ)。 「人間」の

ガードが甘いというのか、当然のものとして・常識的・

天然のまま「人間」が放置されっぱなし。

なぜ入管収容施設で難民が命を落と
すのか?一一知られぎる歴史:戦争犯罪
人が立ち上げた入国管理行政

大杉仁―郎

1。 人命軽視の入国管理行政の犠牲者はウィシュマ

さんだけではない

マスコミ報道でも知られているように、2021年 3月

に名古屋市にある収容所でスリランカ人女性のウィシュ

マさんが命を落としました。彼女は同居していた男性の

暴力から逃れ、警察に駆け込んだ後、収容されましたが、

加害者の男性から「祖国に帰国すれば (男 性の親族が)

殺す」と脅されていました。しかし入国管理局はウイシ

ュマさんを日本から退去させようとしました。収容所で

体調を崩した後、医師の診察記録にはウィシュマさんヘ

の点滴の必要性が記載されていましたが、入国管理局は

これを無視し、点滴を施すことなく収容所で放置したた

め、ウィシュマさんは体調が悪化し、命を落としました。

これは入国管理局による殺人といっても過言でない深刻

な人権侵害です。遺族や野党が真相究明のため収容所内

部のビデオ映像を出すように求めていま.すが、2021年

5月 末時点で法務省・入国管理局は公開を拒否しづけて

います。このままでは真相が闇に葬られる危険性があり

ます。2020年 10月 13日 に同じ名古屋入管で収容中

だった 40代のインドネシア男性が亡くなりました。収

容されてから 5日 目に男性は命を落としたとされます。

これも原因が明らかにされていません。 1997年からの

法務省発表によると、このインドネシア人は 19人 目の

死亡者です。収容施設内の処遇は過酷と言われています。

最も辛いのが無期限収容のため、いつ解放されるかわか

らないことで強いス トレスを生みます。その中で、食事

の衛生面の悪さ (ゴ ミや髪の毛が入っていたり、腐っ

ている時もある)、 病院に連れて行ってほしいといって

も 2ヵ 月以 上、放置されることが多いと言われていま

す。法務省の官僚であった池上務氏が書いた「法的地位

200の質問」という著作 (1965年 京文社刊)の中で「外

国人は煮て食おうと焼いて食おうと自由」と記述されて

います。人国管理行政は以前より人権軽視の体質があっ

たと思われるのです。

2.特高から入管ヘー継承された人命軽視の体質

国際法学者の故大沼保昭は、敗戦直後の占領期に出

入国管理体制に携わった人々からのインタビュー調査を

行いました。『単一民族社会の神話を超えて』という本

の中で調査の結果、入管業務従事者とその周辺のかなり

の部分が旧特高警察の関係者で占められており、とりわ

け在日朝鮮人らに対する強い偏見や差別観をもち、入管

業務対象者に対してはつねに公安的な発想で接していた

ことが、明らかとなったと述べています。戦後初期の入

管担当者に聞き取りをした故大沼の表現を借りれば、 1日

大日本帝国の植民地下にあった在日韓国・朝鮮人、台湾
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人に対する管理と差別意識がそのまま「外国人と日本国

民の間に差別があるのは当然」という形で正当化され、

また悪名高い戦前の特高警察が主要な担い手であったこ

とから「戦前の感覚」が存在して、引き継がれたとのこ

とです。

ここで述べられている特高警察とは特別高等警察を

指します。この組織は戦前に内務省に属していた思想警

察のことです。思想を罪として取り締まる活動で政治犯

を大量に収容した組織です。特高は戦前の共産党活動家

でもあった、作家の小林多喜二や経済学者の野呂栄太郎

などの命を拷間により奪ったと指摘されています。当初

は共産党から始まった思想弾圧はやがて戦争に反対する

自由主義者、宗教者にも広がりました。元美術教師の松

本五郎さんは絵を描いていただけで逮捕され、極寒の刑

務所で寒さに苦しむ日々を強制されました。こうした弾

圧の多くは思想を犯罪とする治安維持法が根拠となって

います。治安維持法により、虐殺死 80人、拷間・虐待

による獄死 114人、病気による獄死 1503人 などの命

が奪われたと言われています。

戦争犯罪人にも拘わらず戦後、特高メンバーはきち

んとした裁きを受けず、被害者に謝罪もしていません。

特高警察は政治難民を作り出す加害者で、暴力で市民を

取り締まり支配する反民主主義的な組織でした。人命を

軽視し拷問などで命を奪うような特高の体質が現代の法

務省 。人国管理局にも引き継がれていると思います。

人国管理局は法務省に付属する官庁です。その法務

省もまた元特高のメンバーと無縁ではないです。例えば

故・唐沢 俊樹氏という自民党の政治家がその一例です。

故・唐沢氏は 1934年 (昭和 9年 )岡 田内閣の後藤文

夫内相によって内務省警保局長に任じられ、戦前の最大

の宗教弾圧事件とされる、大本教への弾圧を行いました。

戦後、戦争犯罪人とされ、収監されていた故・岸信介氏(安

倍元首相の祖父)が総理大臣の時代、1957年 7月 に第

1次岸改造内閣に法務大臣として入閣しました。他にも

鹿児島県特高課長を経て戦後、警視総監、参院議長とな

った故・原文兵衛氏など元特高で権力の座に就いた人物

がいます。こうした戦争遂行のための市民を弾圧した人

物たち、戦争犯罪人たちは本来はその罪を厳しく罰する

べきであったと思います。

3.難民抑圧とオリンピック強行姿勢は日本政府の人命

軽視の体質に根差している

戦争犯罪という国家ぐるみの人権抑圧を行った権力者

たちが戦後も法務省 0入国管理を担うという歪んだ構造

はまさに過去がきちんと清算できなかったことを示して

います。人命軽視の政策が今もウィシュマさんのように

人の命を奪っているのは深刻です。特高警察の体質を引

き継いだ入国管理局は解体的な出直しが必要だと思いま

す。

本論文を執筆した 2021年 5月 末現在、コロナウィル

ス感染が収束していない中、「日本」政府はオリンピッ

クを強行しようとしており、これは多くの人々の命と健

康を危機にさらす動きです。こうした人命軽視の姿勢は

入国管理行政の難民抑圧の姿勢と無縁ではないと思いま

す。そして政府全体にある人命軽視の姿勢を根本的に

改めさせるには、かつて、戦争犯罪人たちを容認し、そ

の後継者が政権を担っている自民党政権を一日も早く終

わらせなくてならないと思います。そのうえで特高や戦

争犯罪人たちよる権力犯罪の歴史についてきちんと検証

し、その過ちを三度と繰り返さないように、人命を大切

にする政治 。社会を実現していかなくてはなりません。

過去にしっかり向き合うことなく、あいまいにごまかし

てきた戦争犯罪 。国家犯罪の歴史が現在につながる問題

であり、難民をはじめとする海外にルーツがある人々を

苦しめています。それはコロナ禍のオリンピックという

人災に突き進む政治とつながる問題ですc権力による犯

罪、人命軽視を許してはなりません。

参考文献

田中宏 「在日外国人」岩波書店 1991年

大沼保日召「単一民族社会の神話を超えて」東信堂 1986年

小田部雄次・林博史・山田朗「キーワード日本の戦争犯罪」雄山

閣 1995年

新聞 赤旗 ネット版 「2013年 12月 2日 (月 )暴走政権の戦犯・

特高人脈 秘密保護法案推進派」

https://www icP or.JP/akahata/alk1 3/2013-12-

02/2013120202 02 1.htnll

謎の死…入管でまた「悲劇」が起きてしまった いったい何が起

きているのか 織円 朝日 講談社サイト

https://gendaHsmediajp/articles/― /76804

解雇撤回闘争 (仮処分勝利 )

舘中臣

2020年は世界的な情勢においても、我々の多摩労務

管理事務所闘争においても、波乱に満ちたものであった。

前者においてはコロナ禍の一言でいうには及ばず。後者

においては私 (田 中)の解雇が 1月 と、坂根組合員の

解雇が 12月 とであり、我々UN10N M 6は職場内闘争

から強制的に排除されることとなった。
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この間、会社はコロナ禍を理由に事実上の団交拒否

の一方、在職中の坂根組合員に対しては指導注意とは名

ばかりの過度な叱責や懲戒処分といった集中的な不利益

取扱と支配介入を継続していた。こうした状況の中、我々

は 2021年を迎えたのであるが、組合内部においても方

針が定まらず、3月 24日 までは文字どおり厳しい越冬

を余儀なくされたのであった。

ところでこの 3月 24日 というのは、私の解雇無効を

争う仮処分の決定が出された日である。結論から報告さ

せて頂くと、仮処分決定により我々は、私の解雇無効と、

月 13万 円の賃金仮払い命令を勝ち取ることができた。

これに関しては何よりもまず、皆様方による支援の賜物

であり深い謝意を表するところである。

さて、本仮処分決定において特筆すべき点は、第 1

に会社主張が全面的に否定されたということ、そして第

2に仮払い期間が第 1審判決言渡しに至るまで、とされ

たことである。

第 1の会社主張全否定については、いくら仮処分と

いえども、司法がこれ程の決定を出したことは (喜ばし

いことなのだが)全 く予想外のものであった。

第 2の仮払い期間については、近年では 1年に限り

とするものが主流らしく、第 1審判決言渡しまでとす

るものも、獲得物としては L々 なものであった。

ところで、賃金仮払いの月 13万 円という金額に関し

ては、申立金額 19万 円に対してである。蛇足ながら、

この月 13万円は生活保護費の水準とも考慮されている

のではないかというのが所見である。改めて特筆すべき

は、むしろ 13万 円という司法の決定による金額の多寡

よりも、ベースとなった本来の申立金額 19万 円という

私の平均賃金が不当人事ただそれだけのために大卒初任

給以下の所得水準であったというものである。

ともあれ、私個人的には金額の多寡よりも決定を勝

ち取ったことのほうに全面的な意義を感じるところであ

る。率直なところ、上述のとおり我々は内外に対してあ

る種の膠着状況に陥っていたところであった。その中で、

3月 24日 付解雇無効仮処分勝利決定は、一つの突破口

となったのである。

先に述べた仮決定のとおり、私に対する会社主張の

解雇事由は、いずれもその程度はおろか事実にすら基づ

かないものであり、全否定されて然るべきものであるが、

これは坂根組合員への解雇事由においても同様なもので

ある。あるいは坂根組合員への解雇の方がより非常識な

ものである。すなわち、私のみならず坂根組合員におい

ても、本仮決定勝利は裁判闘争に光明が差したともいえ

るものである。

他方で組合において、我々は仮処分勝利を期に 4月

26日 、会社に対する申し入れ行動及び駅頭情宣にこぎ

つけることができた。その際にご結集頂いた皆様には何

よりもまず、深く謝意を表するところである。また、同

日の行動はレイバーネットでも記事にして頂き、同じく

YouTubeに て公開された当日の映像から、支援の拡大

にも繋がるものであった。全くもって関係者各位には深

く感謝中し上げる次第である。

さて、今回報告させて頂いたことは主要には仮処分

勝利についてであった。しかし最後に二点、言及しなけ

ればならないことがある。

一点目は、再三になるが本勝利決定は全面的なもの

であり、このことは大変喜ばしいことであるものの、こ

れはあくまで『仮』の決定に勝利 したのみということで

ある。いわば初戦のみ制したのみである。人局的には現

状をもって安泰などとは到底いえるものではない。

二点日は、特に我々解雇当該が職場離脱を余儀なく

されて以降改めて思うところであるが、共闘、相互支援、

連帯等の重要性である。現状、多摩労務管理事務所を相

手取ってのこの闘いには、多くの組合外の支援者が携

わって頂いているところであり、大変ありがたいことで

ある。しかし、私が「共闘、相互支援、連帯等の重要性」

を説くのは、何も我々の現場に限ったことでは決してな

い。私や坂根組合員は当該ではあるものの、決して個別

的な問題ではなく、労働問題ひいては社会問題一般にお

ける普遍的な問題と対峙していると捉えて頂きたい。冗

長的になってしまうため、これを結語とすると、我々労

働者における対す軸は使用者各位ではなく資本家という

階級であり、「共闘、相互支援、連帯等の重要性」とは

社会問題一般における解決のために必要不可欠なもので

ある。 (以上 【別冊論叢第 10号 20210531】 )

「坂乱」と「革命」について少々 (1)

大 杉 莫 (共産主義者同盟首都圏委員会)

【 1 】

コロナ禍以前からステイホームに安住しているので、

「口舌の徒」に成り下がっているが、そうした中、内田

樹の「日本社会の生きづらさに“現状維持 "を望む若者」

AERA20201207で 「国運が衰微し、勢いが失われ、生

活が貧しくなると、国民の自己評価もそれにつれて下が

る。するとその低い自己評価にふさわしい『冷遇』を受

け入れることがクールでリアルな生き方だと信じる人が
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増えてくる。日本はそういう『負のスパイラル』に入り

始めたようである」との一文が目に留まった。

かつて 70年代、「三無主義 (無気力、無関心、無責任)」

などがささやかれ、60年安保世代とは異なり「就職ブ

ル転」などが流行 り言葉にもなった。そしてそれが一段

落して、「新三無主義」 (無力、無知、無能)な どとの「悪

罵」が若者たちに浴びせられ (「今の日本社会の幹部連

中は、企業も役所も、この 1'新二無主義』で育った世代

である。世の中が極度におかしくなるはずである」など

の意見も散見させられる [註 1])、 昨今の「今だけ、カ

ネだけ、自分だけ」 (も っぱら反原発 ◆脱原発界隈で流

布しはじめた言説)の「潜在的歴史的思想的背景」とも

語られている。もはや、「アパシー_|や「アノミー」を

通り越して、フェイクとデマゴーグの「迷走社会」に突

入したとの声さえある。

いつの時代からだろうか、若い世代ほど「体制肯定」「自

民支持」が多数派として浮上 してきたのは ?対照的に、

残照のように 60～ 70代 (80代 ?)が 「反自民」とし

てカウントされる。かつて年誌討論会 20191207で報

告した友枝敏雄『リスク社会を生きる若者たち」12015

が紹介したように 1966年 「建国記念の日」、79年「元

号法」、99年「国旗国歌法」のバックラッシュから、

2006年「教育基本法改訂 (「愛国心教育」)、 18年 「学

習指導要領」 (「愛国心評価」)へ と突き進んでいる。も

ちろんこれには教員集団の「劣化・体制化」が大きく影

響している (2019年日教組組織率 22.6%、 新採用加入

率 9.9%)。

「CCCMと TPJに よる 20201013～ 1031での 10～

29歳男女からの 10,038票 のオンライン投票結果」に

よると「いま期待する政党は『自由民主党」64.4%、 首

相にふさわしいのは『菅義偉』46.5%」 だったそうな (な

お毎日20210522では「内閣支持率 31%、 菅政権では

最低」と。朝日・世論調査 20210517/菅 内閣支持率・

全体 33%//29歳 以下 44%/60～ 69歳 25%)

米 田幸 弘 が「個人 化 時代 の労働 観 」 シノ ドス

20200827で、「社縁 (=職場共同体)」 も後景化し、「『個

人化』『無縁社会』という社会変動の一環として整理す

ることが可能である」と指摘 しつつ、「格差をなくすこ

とより競争の自由を優先し、経済的成功は自分次第であ

ると考え、社会全体や子孫のことより自分の利益を優先

しても良いと考える傾向がある」。また、御田寺圭が「立

憲民主党が『ただしい』のに支持されない理由」現代ビ

ジネス 20210429の中で「「余計なことをせず、自分た

ちを放っておいてくれるならそれでよい (あ とは自分と

自分の仲間内でなんとか生存戦略をつくっていく)』 と

いう『マイクロ共同体主義」的な思想が、現代社会の

若者に広 く共有されている社会観・世界観の根底にあ

る」と言い募る。ただ彼は「『外側」の人びとに語りか

けるための言葉を忘れてしまった……啓蒙は開拓ではな

いのである」と締めくくる。これらの言説と併せて、以

前にも引用 したが、土井隆義『「宿命」を生きる若者た

ち』2019を思い返 してもよい [註 2]。 さらにプレジデ

ント20210416は 「親が貧乏だと就職も結婚もできな

い/日 本の若者を待ち受ける地獄のルー ト」なる見出し

で、厚労省「賃金1:青造基本統計調査」の「退職金を含め

ない学歴別生涯賃金比較」を発表している [註 3]cも っ

とも橋本健二 2020の「豊かな人々は自分たちの豊かさ

を、また貧しい人々は自分たちの貧しさを、それぞれ明

確に認識するようになった。こうして階層帰属意識は、

現実の階層序列に沿ってきれいに分かれるようになっ

た」との分析に対して、小林利行「ISSP国際比較調査」

中央調査報 (No.751)202005の 、「労使対立_:は
~な

い」48%/「ある_136%、 そして「貧富対立」は「なtヽ _

52%//「 ある」27%と いう調査結果もある[

「68年 世代」(全共闘世代とも、団塊の世代とも)は 、「イ

ンテリ」などが辛うじて生き延びていた最後の世代かも

知れない。「理不尽や不公正への怒り」あるいは「正義感」

などが流通していた。それ以上に、知的好奇心なども横

温していた。「見栄」や「背伸び」であっても、マルク

スやレーニンを学び、ローザやグラムシを読んだ。そし

て、その後は、非マルクス、非レーニンの有象無象の「ア

ナキズム」などの浮上を経て、「レーニンを疑え」とか「マ

ルクス葬送」に至 り、「お現代思想」や「共産趣味」が

満開 (も っとも、すぐしぼんだ印象が強い)。

こういう物言いは穏当を欠くかもしれないが、ソ連崩

壊・中国変質や、「連赤 。内ゲバ」に象徴される新左翼

の失墜も含め、知性主義・反知性主義が巷間、話題とな

り、最後的に「啓蒙主義」なるものがとどめを刺された

[註 4]。 もちろん「知」そのもの (も っと通俗的に「教

養」と言ってもいいかもしれない)が漂流 した。ただ、

2020年に入り、自丼聡『武器 としての「資本論」]や

斎藤幸平『人新世の「資本論」』などが売れていると聞

くが、少しでも若い世代の手元にとどいているのか、気

にはなる。

かつて川音勉は「次陛代共産主義運動への提言」 (「風

をよむ」 19970315)と して「直ちに共産主義運動の実

現を追求することに向かうことだけが残された選択肢

だ。……それぞれの決定的な固有性を保存しながら、日々

の現実のなかで確認し得る具体的共同性によって形成さ
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れるコミュニティがその端緒だ。・……そしてその政治的

方向性は具体的には、①共産主義運動のための政治結社

から始めること、そのために②共産主義的政治結社の理

論と実践に学ぶこと、すなわち過去のあらゆる共産主義

運動の経緯とその帰結に学ぶことにある。これは教科書

から知識を学ぶというのとは随分違った作業になるはず

だ」と語っていた。そうか、あれからもう四半世紀近く

経つのかЭ

【2】

長崎浩さんは「坂乱を革命から解放する」の中で次の

ように語っていた [註 4]。

「叛乱としての安保闘争・安保改訂阻上国民会議はそ

の頃までに 1633団体がこれに結集して文字通り国民運

動といえるものになります。5・ 19を きっかけにして、

最盛期には 580万人が動員されるという日本では空前

絶後の人衆運動です。・……国民革命としての安保闘争 0

規模が前代未間でしたし、日本の歴史では極めて珍しく

人衆運動が内閣を倒しました。米国大統領の訪日を阻止

しました。この安保闘争という国民運動に国民が勝利し

たのです。具体的に言いますと、その後の社会党の躍進

につながり、いわゆる革新白治体の成立が普通になりま

す」。

支配階級内の暗闘 (調整)の結果とは言え、首相岸は

退陣した。しかし、その後の 11月 に行われた「総選挙」

(「安保解散」と名付けられた)では、自民 296議席 (前

日 287)に対して、社会党は 144議席 (前日 166)で、

分裂 した右派西尾新党 =民社党 (40議席から 17議席

へ転落)と 併せても現状維持さえ出来ず、「革新自治体」

にいたっては「社会党中央は安保闘争にかかりきりで知

事選がそっちのけとなり、前後の知事選では連戦連敗」

(wiki)と いう状況であった [註 5]。 「祭りのあと」とも

当時は語られた。

長崎さんは「60年 と違って 68年が日本の政治過程

にほとんど影響を与えなかった」と述べる。

しかし、「影響を与えられた」とする「政治過程」と

は一体何を指しているのだろうか。学生運動一全学連の

戦闘性が「牽引」したにせよ、「60年安保」は労働組合

一総評が基軸であり、諸階級諸階層を巻き込んだもので

あった。その「叛乱」的様相は、「動員の枠を打ち破り」

とか「国会前に引き返せ」とか、様々な逸話が語られ、「た

だの人として叛乱に決起」したというのも確かなことで

あったろう。プロレタリアー トも労働者階級も、その「属

性」として、すでに「主役」ではなかった。だが、ここ

では「平和と民主主義、よりよい国民生活」という総評

のスローガンが浮かぶ。

長崎さんは「68年革命」を念頭に置いてか、「資本主

義でなく近代世界 とか近代社会とかをターゲットにし

て、『近代への飯乱』というテーマを立てる。飯乱を単

命から切り離 して位置づけたという特徴です」。そして

「近代社会の根幹をなすアイデンティティーが無化する

集団行動」であり、「叛乱を主題にすることが、階級か

ら大衆への主体のコンセプトの転換を要求してい」たと

語る。

「これまでは叛乱は民衆暴動に終わる、そうでなくと

もありうべき革命過程の最初の段階 [プロレタリア独裁

による国家権力獲得に向けた]と位置付けられてきまし

た」c長崎さんは「坂乱から革命へ」という考えとは区

別されるものとしての「坂乱」を扱ったと強調する。そ

して、「全共闘運動は基本的に大衆消費社会に対する反

発あるいは不適応を動機としていましたから、この運動

が継承されるとすれば人衆消費社会あるいは福祉国家へ

の異議申し立てになります。実際、世界的に『新しい社

会運動』と呼ばれたのがこれです。しかし日本ではこれ

も 80年代の半ばに終わっていきます」と。

「新しい社会運動」が 80年代半ばに「終わった」か

どうかは、別の文脈で解き明かされなければならない [註

6]が、「日本の 1968は、フランスなどと違って、日

本の政治過程に影響することがほぼ皆無でした」との見

解を繰 り返し、 |~全共闘の飯乱 とセクトの街頭闘争が、

60年安保闘争のように国民運動をバックにして闘われ

なかったという限界です」とは、あまりにも牽強付会す

ぎまいか。

「第ニインター (そ の末裔)」 の崩壊と「第ニインター

(そ の末裔 )」 化、そしてその漂流。さらに「リベラル派」

なる「福祉―改良資本主義」化の浮上と、それへの「合

流」 (こ れは決して「否定的」に言っているのではない

一悪|のため)。 そして、「ポピュリズム」の登場。だから

こそ、我々は見果てぬ夢としての「階級形成としてのプ

ロレタリアー トの奔流」を追い続け、以降、百家争鳴か

ら現在の雲散霧消に似た体たらくへと暗転し、今や社会

党はおろか「新左翼」もカウントできないくらいの欠片

と化している (と は言え、社民党は未だ 1万人余の党員

を擁しているとか)。

本インタビューアーは「叛乱のない時代において、ど

んな活動を取るべきであろうか ?飯乱の「準備」|は どう

すればいいのか ?」 と至極、真っ当な問いを投げかける。

「決起した民衆」ではなく、「決起する (決起させる)」

ことへの苦闘・難問こそ問われている。その限りでは、
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逆に「革命を坂乱から解放する」ということに思い至る

ことが重要ではないかと思料される。そして、「革命過

程の最初の段階」として位置づけられようとも、「プロ

独と権力奪取」そのものを「叛乱」から「解放」する試

みも必至ではないだろうか。

長崎さんは語る。

「私の考えでは、叛乱 というのはただ在るんですよ。

否定しようが肯定 しようが、洋の東西を間わず、規模の

大小にかかわりなく、時期を選ばずただあるのです」 [註

7]。 それに続けて「もともと『坂乱はただ在る」といっ

てもゼロから始まるなんてことはないのですよ。いつの

時代どこにおいても、必ず坂乱を組織する集団がありま

す。現在もあるでしょう」。そして「このような活動家

集団をオルグと昔は言っていました」。そして「オルグっ

て言葉が死語になった社会が、この 50年間です」とも。

しかし、「坂乱」と「オルグ」を並列に語れるものだろ

うか。否、「運動」を「組織」で語ってしまっては元も

子もないのではあるまいか。さらに「坂乱とか叛乱にお

ける党と政治の問題が事実上散逸してしまっています」

とも語る [註 8]。

あくまでも、長崎さんには「叛乱」は与件でしかない

からこそ、「飯乱を革命から解放する」と断言し得るの

かもしれない。

(以 下、次号)

[註 1]「 キ ャリア官僚志願者 14.5%減 過 去最大」 日経

20210416。 「2021年 度の国家公務員採用総合職試験の中込者数

は 1万 4310人・……5年連続の減少で、総合職試験を導人した 12

年度以降で最大の減少幅となった。・……若手キャリア官僚の離職

傾向も高まっている。 6年前から4倍に増えた。別の人事局調査

では 30歳未満の若手男性職員の 7人に 1人が数年以内に退職す

る意向を示した」。「官僚」から「小役人」に至るまで、「国家寄生

体」(アルチュセール)で しかないことは明示しておいた方がよい。

[註 2]「 [劣悪な環境に置かれていても]周 囲の仲間がみな同じよ

うな境遇にあるので、その状態に対して不満を強く抱いたりしな

くなる」。「彼らの抱く期待水準の低さこそが、その生活満足度の

高さを支えている」。そして「それだけの努力に耐えられるだけの

資質や能力は、自分には備わっていないと思い込んでいる」、だか

ら「深刻な社会的格差があるにもかかわらず、生活満足度もL昇

しつづけている」。

[註 3]大企業に就職大卒男性の生涯賃金は約 3億 1000万円。大

企業に入った高卒は 2億 6000万円。小企業に入った高卒の場合

は、生涯賃金は 1億 8000万円に下がる。

[誰 4]「叛乱を革命から解放する」(長崎浩氏とのインタビュー/

かものはし協会東京支部/202100208)。

そこで長崎さんは「竹内好を筆頭として戦後知識人グループが

嵩い出すのです。アンポでなく『民主か独裁か』だとテーマのす

げ替えを提唱するわけです。その影響は大きかった。坂乱する大

衆のスローガンが一夜にして 」
‐
アンポハンタイ 1か ら [キ シヲタ

オセ]に転換するのです。これには驚きました」。しかし、これは

そんなに驚くようなことだろうか。「安保の是非」よりも「民主主

義の目J否」が「わかりやすい」問題なのだ。それとも「知識人」

に簡単に「煽動」されてしまったことに驚いたのか。そう言えば

当時ベストセラー?と もなった日高六郎らの[1960年 5月 19日 』

岩波新書 1960に 対して「なんで「6月 15口 _じ ゃないのか」と、

非難していた安保世代もいた。

[註 5]長崎さんの指摘とはタイムラグがある。1963年の横浜市

長に社会党・飛鳥田一雄が、67年の都知事に社共共闘の美濃部亮

吉が当選。1971年 の美濃部再選と同時に、大阪府知事に社共共

闘の黒田了一を始め全国で革新系 7知事が誕生した。ちなみに、

「68年革命」後の 1969年 12月 の「総選挙」(「沖縄解散」)では、

自民党 288(当 選後入党を加え 300)議 席の圧勝、社会 90(前

日 140)議席の惨敗という「社会党一人負け」であった。

[註 6]長崎さんは「坂乱が新しい社会運動に発展的に解消したみ

たいな見方は違います。新しい社会運動から逆算して 68年坂乱

を位置づけるという歴史観が、現在若い世代の研究者から出てい

ます。これでは日本の場合でも 1968年の問題を矮小化すること

になります」と語っているが、「発展的に解消した」したのではな

く、まぎれもなく「坂乱」(直接的問接的にあるいはその影響)か

ら、多くの「新しい社会運動」は生まれた。「新しい社会運動の諸

要求を受け入れようとしなかった階級本質主義」(シ ャンタル・ム

フは『左派ポピュリズムのために」2019)や、「(新 しい社会運動

とは)階級闘争型の労働運動と対立させていう語」 (『大辞林』)と

も、ある。既成労働組合運動こそ「古い社会運動」視されたことも、

まぎれもない事実である。

[註 7]長崎さんは 50年も前から「ただ、《坂乱はあるのだ)と

いう事実だけである」と語っていた『結社と技術』1971。 また『超

国家主義の政治倫理』 1977で「ひとはたしかに、何事かを思っ

て反乱の舞台に登場してくる。これは反乱における政治的形成を

も、心的・歴史的に規定せずにはおかない」とも。

[註 8]長崎さんは「『労働者階級と前衛党の指導」という革命運

動の構図を、『アジテーターと大衆』という関係に切り替え」たと

も語る。その上で、「F固有の党』というのは、『大衆の党』と違っ

て叛乱にいつも先立って存在しています。そういう性格を持って

います。つまり、かつての坂乱経験者の集まりです。それに対して、

『大衆の党」は現にある叛乱の中で党派活動する人たちの集団です」

と言及している長崎理論も含め「結社」 (「固有の党」と「大衆の

党」)に関する言及は別の機会に扱いたい。何よりも「革命論の最

後の言葉は、組織論である」 (中村丈夫『レーニンと第 3イ ンター

ナショナル 1)。
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